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第７回八女市農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和２年７月１０日（金）午前１０時００分から午前１０時４５

分

２．開催場所 八女市役所 ２０５会議室

３．出席農業委員 （２２名）

１番 草場 紀彦 ２番 大久保義治 ３番 平島 雅夫

４番 久間 絹子 ５番 樋口 悦雄

８番 溝尻 修

１０番 今村 嗣範 １１番 茅島 澄雄 １２番 牛嶋 徹也

１３番 大坪知美子 １４番 中島 秀徳 １５番 鵜木 利通

１６番 中村 輝義 １７番 城後 公一 １８番 月足 靖彦

１９番 小川 哲郎 ２０番 田村 一彦 ２１番 宮園 福夫

２２番 川口 隆男 ２３番 高山 和典 ２４番 塚本 ちゑ子

４．出席最適化推進委員（１０名）

２番 隈本 弘文 ７番 角 秀次 ９番 橋山 渡

１３番 中嶋 壽敏 １６番 延 和洋 ２１番 松尾 健一

２２番 樋口 惠一 ２３番 田形 隆徳 ３２番 野中 敏成

３６番 谷川 侯司

５．欠席委員

農業委員（ ３名）

６番 栗原 英喜 ７番 仁田原政美 ９番 隈本 俊光

６．議事日程

第１ 会議の成立

第２ 議事録署名委員の指名

第３ 議案の上程

第４ 議案の審議

報告第 ９号 農地法第１８条第６項の規定による通知の報告について

議案第３０号 農地法第３条の規定による許可申請書の処理について

議案第３１号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の決定

の処理について

報告第１０号 農地法施行規則第２９条の規定による報告について
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議案第３２号 農地法第４条の規定による許可申請の取下願について

議案第３３号 農地法第４条の規定による許可申請書の処理について

議案第３４号 農地法第５条の規定による許可申請書の処理について

議案第３５号 八女市空き家に付属した農地の指定について

７．農業委員会事務局職員

局長 松藤 洋治 次長 平島 聡 書記 樋口 昌伸 黒木支所 渡部

真弓 立花支所 安田 凌介 上陽支所 大淵 剛 葉山多惠子 星野支

所 江藤 繁徳 矢部支所 堤 翔太

８．会議の概要

議 長

議 長

みなさん、おはようございます。梅雨前線の影響で猛烈な雨が降

り、大雨特別警報まで出たため、７日の総会を変更させていただきま

したこと、お詫び申し上げます。豪雨により亡くなられた方・被害に

遭われた方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。まだまだ前線停

滞で非常に厳しい雨が降ると思われますので、豪雨災害が心配される

中、また不安の中に、今日、任期満了の最後の総会となりました。

本日は、令和２年第７回農業委員会総会を開会いたしましたとこ

ろ、委員各位には、大変お忙しい中にご参集くださいまして、誠にあ

りがとうございました。ただいまより、農業委員会総会を開会いたし

ます。

（ 議 長 着 席 ）

日程 第１・会議の成立

ただ今の出席委員の数は農業委員２１名

農地利用最適化推進委員１０名であります。

会議規則第６条の規定により、本日の会議は成立いたしました。

日程 第２・議事録署名委員の指名を行います。

議事録署名委員は、会議規則第１６条第２項の規定により、４番

久間絹子委員、５番 樋口悦雄委員を本日の会議の議事録署名委員に

指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）
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議 長

議 長

議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

推進委員

１３番

議 長

異議がありませんので、そのように決定いたしました。

日程 第３・議案の上程を行います。

事務局をして案件の朗読をいたさせます。

（ 案件朗読 ）

事務局朗読のとおり、報告２件・議案６件を一括議題といたしま

す。１ページをお願いします。

報告第９号 農地法第１８条第６項の規定による通知の報告につい

て、事務局より通知の説明をいたさせます。

はい、ご説明します。農地法第１８条第６項の規定による通知の報

告については１０件です。解約のあった土地２１筆、うち田１９筆、

畑２筆、合計面積は１２，１２４㎡です。

添付書類も含め完備しておりましたので、会長専決により書類を受

理いたしました。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。本案件は、農業委員会に報告するものでありま

すので、質疑にとどめ審議を終わります。

３ページをお願いします。

議案第３０号 農地法第３条の規定による許可申請書の処理につい

て、番号１番を最適化推進委員１３番 中島壽敏委員さんご説明をお

願いします。

最適化推進委員１３番が１番を説明いたします。（議案書朗読）譲受

人の経営拡大と譲渡人の農業廃止ということでの所有権移転売買の申

込です。よろしくお願いいたします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。
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議 長

農業委員

１９番

議 長

議 長

農業委員

１９番

議 長

議 長

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号２番を、農業委員１９番 小川哲郎委員さんご説明をお

願いします。

農業委員１９番が２番について説明いたします。（議案書朗読）譲渡

人の経営縮小と譲受人の経営拡大ということでの所有権移転売買の申

請です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号３番を農業委員１９番 小川哲郎委員さんご説明をお願

いします。

農業委員１９番が３番について説明いたします。（議案書朗読）譲渡

人の経営縮小と譲受人の経営拡大ということでの所有権移転売買の申

請です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号４番を最適化推進委員３２番 野中敏成委員さんご説明

をお願いします。
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推進委員

３２番

議 長

議 長

推進委員

２３番

議 長

議 長

推進委員

３６番

議 長

はい、推進委員３２番が４番について説明いたします。（議案書朗

読）譲受人の経営拡大と譲渡人の経営縮小による所有権移転売買の申

請です。よろしくお願いします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号５番を、最適化推進委員２３番 田形隆徳委員さんご説

明をお願いします。

はい、推進委員２３番が５番について説明いたします。（議案書朗

読）譲受人の経営拡大と譲渡人の経営縮小による所有権移転売買の申

請です。審議よろしくお願いいたします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号６番を、最適化推進委員３６番 谷川侯司委員さんご説

明をお願いします。

はい、最適化推進委員３６番、６番について説明いたします。（議案

書朗読）譲渡人の経営縮小、譲受人の経営拡大による所有権移転売買

でございます。よろしくお願いします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。
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議 長

事務局

議 長

議 長

推進委員

３２番

議 長

議 長

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号７番を、事務局で説明をいたさせます。

はい、ご説明します。（議案書朗読）譲渡人の経営縮小と譲受人の相

手方からの要望とのことで所有権移転売買の申請です。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号８番を、最適化推進委員３２番 野中敏成委員さんご説

明をお願いします。

はい、推進委員３２番が８番について説明いたします。（議案書朗

読）譲受人と譲渡人の自作地相互の交換による所有権移転交換の申請

です。よろしくお願いします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号９番を、最適化推進委員３２番 野中敏成委員さんご説

明をお願いします。
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推進委員

３２番

議 長

議 長

推進委員

２番

議 長

議 長

推進委員

２番

議 長

はい、推進委員３２番が９番について説明いたします。（議案書朗

読）譲受人と譲渡人の自作地相互の交換による所有権移転交換の申請

です。よろしくお願いします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

５ページをお願いします。

続いて番号１０番を最適化推進委員２番 隈本弘文委員さんご説明

をお願いします。

はい、推進委員２番が１０番について説明いたします。（議案書朗

読）譲渡人から譲受人へそれぞれの経営縮小、経営拡大による贈与に

よる所有権移転の申請です。よろしくお願いいたします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号１１番を、最適化推進委員２番 隈本弘文委員さんご説

明をお願いします。

はい、推進委員２番が１１番について説明いたします。（議案書朗

読）譲渡人から譲受人へお互いの経営縮小、経営拡大による贈与によ

る所有権移転の申請です。よろしくお願いいたします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。
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議 長

議 長

推進委員

２番

議 長

議 長

農業委員

１１番

議 長

議 長

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号１２番を、最適化推進委員２番 隈本弘文委員さんご説

明をお願いします。

はい、推進委員２番が１２番について説明いたします。（議案書朗

読）それぞれの経営縮小、経営拡大による贈与による所有権移転の申

請でございます。よろしくお願いいたします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号１３番を、農業委員１１番 茅島澄雄委員さんご説明を

お願いします。

農業委員１１番が１３番について説明します。（議案書朗読）譲受

人の経営拡大と譲渡人の農業廃止による所有権移転贈与の申請です。

よろしくお願いいたします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号１４番を、最適化推進委員３２番 野中敏成委員さんご

説明をお願いします。
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推進委員

３２番

議 長

議 長

推進委員

２２番

議 長

議 長

議 長

事務局

推進委員３２番が１４番について説明いたします。（議案書朗読）

譲受人の経営拡大と譲渡人の経営縮小による所有権移転贈与の申請

です。よろしくお願いします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号１５番を、最適化推進委員２２番 樋口惠一委員さんご

説明をお願いします。

はい、推進委員２２番が１５番について説明いたします。（議案書

朗読）譲受人の経営拡大と譲渡人の経営縮小による所有権移転贈与の

申請です。よろしくお願いいたします。

地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

７ページをお願いします。

議案第３１号 農業経営基盤強化促進法の規定による農地利用集積

計画の決定の処理について、事務局より説明をいたさせます。

はい。ご説明いたします。本案件は、八女市農用地利用集積計画に

ついて、八女市長から本委員会に対し、決定を求められているもので

ございます。今回は、所有権移転が２件出ております。（議案書朗

読）以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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議 長

議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

８ページをお願いいたします。

報告第１０号 農地法施行規則第２９条の規定による報告につい

て、番号１番を事務局へ説明をいたさせます。

はい、農地法施行規則第２９条報告について、１番についてご説明

いたします。申請の場所は、立花町谷川にあります、立花中学校から

西に２００ｍほど進んだところの南側の農地になります。（議案書朗

読）排水は雨水のみで、自然流下となっております。以上でございま

す。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。本案件は農業委員会に報告するものであります

ので、質疑にとどめ審議を終わります。

９ページをお願いします。

議案第３２号 農地法第４条の規定による許可申請の取下願の処理

について、番号１番を事務局より説明をいたさせます。

はい、説明いたします。（議案書朗読）この土地は、令和２年５月

２０日付で、太陽光発電設備用地として農地法第４条の申請を受理し

ていた土地です。太陽光発電事業所として、国の許認可に時間を要す

ることとなり、取下願があったものです。以上よろしくお願いいたし

ます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。
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議 長

議 長

事務局

議 長

推進委員

１６番

議 長

農業委員

２２番

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

１０ページをお願いします。

議案第３３号 農地法第４条の規定による許可申請書の処理につい

て、番号１番を事務局より説明をいたさせます。

はい、ご説明いたします。農地の区分は、農用地区域内にある農地

以外の農地であって、第１種農地および第３種農地のいずれにも該当

しない農地であり、第２種農地と判断します。以上でございます。

続いて、最適化推進委員１６番 延和洋委員さんご説明をお願いい

たします。

はい、推進委員１６番が、１番について説明いたします。場所につ

きましては、国道４４２号線と高速道路の交差する地点から約１００

ｍほど東側の国道４４２号線沿いの農地になります。（議案書朗読）

申請地を共同住宅用地として、計画としては、１棟３階建てで１８戸

の規模で申請されるものでございます。隣接する農地の同意もありま

すし、水利の承諾もとれております。雑排水に関しても下水道を利用

されるということで特に問題は無いかと思います。以上、ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。

現地調査委員の農業委員２２番 川口隆男委員さんご報告をお願い

します。

はい、農業委員２２番が、１番について説明をいたします。６月２

２日に現地調査を行いました。その結果、生活雑排水については公共

下水道により処理されます。雨水については申請地内に設置される側

溝及び集水桝を通り、西道水路側溝へ排水されますので、隣接地への

影響等特段問題はないと確認いたしております。以上です。
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議 長

議 長

事務局

議 長

推進委員

２１番

議 長

農業委員

１１番

事務局と地元委員さんの説明および現地調査の報告が終わりまし

た。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて、番号２番を事務局より説明をいたさせます。

はい、説明いたします。農地の区分は、公共施設・公益的施設が整

備された区域内にある農地であり、具体的には、八女市役所黒木支所

から３００ｍ以内にある農地であり、第３種農地と判断します。以上

でございます。

続いて、最適化推進委員２１番 松尾健一委員さんご説明をお願い

します。

はい、推進委員２１番が２番について説明いたします。申請地は、

ナフコ黒木店の向かい側、国道４４２号線バイパスを挟んで北側の農

地です。（議案書朗読）この土地は、令和２年５月に太陽光発電設備

用地として農地法第４条の申請を受理していた土地になります。建設

業を営んでおられる申請者は現在、別の場所に資材倉庫を所有してお

られますが、その別の場所が八女市の道路用地となったため、この場

所を資材置場用地として利用されることになりました。隣接農地の同

意も確認しています。よろしくお願いいたします。

現地調査委員の農業委員１１番 茅島澄雄委員さんご報告をお願い

します。

農業委員１１番が、２番について説明いたします。現地調査の結

果、雨水については、南側および西側の水路に排水される予定です。

水利承諾も得られているため、問題ないと確認しております。以上よ

ろしくお願いいたします。
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議 長

議 長

議 長

議 長

事務局

議 長

農業委員

１２番

議 長

農業委員

２０番

事務局と地元委員さんの説明および現地調査委員さんの報告が終わ

りました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

１１ページをお願いします。

議案第３４号 農地法第５条の規定による許可申請書の処理につい

て、番号１番を事務局より説明をいたさせます。

はい、ご説明いたします。農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の規模

の一団の農地の区域内にある農地であり、第１種農地と判断します。

第１種農地は原則不許可ですが、住宅その他の申請に係る周辺の地域

において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続

して設置されるものですので、農地の区分と転用目的は問題ないと考

えております。以上でございます。

続いて農業委員１２番 牛嶋徹也委員さんご説明をお願いします。

はい、農業委員１２番が１番についてご説明いたします。場所につ

きましては、国道４４２号線沿いのドラッグストアコスモス付近の信

号を北東へ約３００ｍ進み、集落の端の農地になります。（議案書朗

読）共同住宅用地として利用するための申請でございます。隣接農地

はありません。水利の承諾もとれており、排水に関しても問題ないと

思います。よろしくお願いいたします。

現地調査委員の農業委員２０番 田村一彦委員さんご報告をお願い

します。

農業委員２０番が、１番についてご説明申し上げます。６月２６日

に現地調査を行いました。結果、生活雑排水については合併処理浄化

槽により処理され、北側水路へ排水されます。雨水については申請地
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農業委員

２０番

議 長

議 長

事務局

議 長

農業委員

１２番

議 長

農業委員

２２番

内に設置される側溝および集水桝を通り、北側道路側溝に排水されま

す。隣接農地はなく、特段問題はないと確認しております。以上で

す。

事務局と地元委員さんの説明及び現地調査委員さんの報告が終わり

ました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて、番号２番を事務局より説明をいたさせます。

はい、ご説明いたします。農地の区分は、第１種農地と判断しま

す。内容は１番と同じです。以上でございます。

続いて、農業委員１２番 牛嶋徹也委員さんご説明をお願いしま

す。

はい、農業委員１２番が２番について説明いたします。場所につき

ましては、平田集落の平田公民館から１００ｍほど北へ進んだところ

にある農地になります。（議案書朗読）隣接する農地の同意もあり、

水利の承諾はとれており、排水に関しましても問題はないと思いま

す。よろしくお願いします。

現地調査委員の農業委員２２番 川口隆男委員さんご報告をお願い

します。

はい、農業委員２２番が２番について報告いたします。６月２６日

に現地調査を行いました。その結果、生活雑排水については合併処理

浄化槽で処理し、排水をされます。雨水については自然流下および敷

地内に新設されます側溝を経由し、南側側溝へ排水されるので、隣接

地の影響等、特段問題はないと確認してきました。以上でございま

す。
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議 長

議 長

事務局

議 長

推進委員

９番

議 長

農業委員

２０番

議 長

事務局と地元委員さんの説明及び現地調査委員さんの報告が終わり

ました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて、番号３番を事務局より説明をいたさせます。

はい、ご説明いたします。農地の区分は、農用地区域内にある農地

以外の農地であって、第１種農地及び第３種農地のいずれにも該当し

ない農地であり、第２種農地と判断します。以上でございます。

続いて、最適化推進委員９番 橋山渡委員さんご説明をお願いしま

す。

推進委員９番が３番について説明いたします。場所につきまして

は、国道４４２号線の山内信号を東に約１０ｍ進み、そこを北に約３

０ｍ進んだつき当たりの農地になります。（議案書朗読）隣接する農

地の同意もありますし、水利の承諾もとれており、排水に関しても問

題はないと思います。以上でございます。

現地調査委員の農業委員２０番 田村一彦委員さんご報告をお願い

します。

農業委員２０番が、３番についてご説明申し上げます。６月２６日

に現地調査を行いました。生活雑排水については合併浄化槽により処

理されます。そして南側の側溝へ排水されます。雨水については自然

流下で南側側溝へ排水されます。隣接農地等への影響等、問題はない

と確認をいたしております。以上です。

事務局と地元委員さんの説明および現地調査委員さんの報告が終わり

ました。質疑を行います。
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議 長

議 長

事務局

議 長

推進委員

７番

議長

農業委員

２０番

議 長

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて、番号４番を事務局より説明をいたさせます。

はい、ご説明いたします。農地の区分は、第１種農地と判断しま

す。内容は１番と同じです。以上でございます。

続いて、最適化推進委員７番 角秀次委員さんご説明をお願いしま

す。

推進委員７番が４番について説明いたします。場所につきまして

は、県道広川線と県道柳瀬筑後線の交差点から南へ約１８０ｍ進んで

東へ６０ｍの農地になります。（議案書朗読）隣接する農地の同意も

あります。水利の承諾もとれており、排水に関しても問題はないと思

います。以上でございます。

現地調査委員の農業委員２０番 田村一彦委員さんご報告をお願い

します。

農業委員２０番が、４番についてご説明申し上げます。６月２６日

に現地調査を行いました。生活雑排水については合併浄化槽により処

理され、北側の側溝へ排水されます。雨水については既存の雨水桝を

通って、北側側溝および自然流下で南側の側溝へ排水されます。隣接

農地への影響等、問題はないということで確認をいたしております。

以上です。

事務局と地元委員さんの説明および現地調査委員さんの報告が終わ

りました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。
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議 長

事務局

議 長

農業委員

５番

議 長

農業委員

１１番

議 長

議 長

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて、番号５番を事務局より説明をいたさせます。

はい、５番についてご説明いたします。農地の区分は、公共施設・

公益的施設が整備された区域内にある農地であり、具体的には、八女

市役所黒木支所から３００ｍ以内にある農地であり、第３種農地と判

断します。以上でございます。

続いて、農業委員５番 樋口悦男委員さんご説明をお願いします。

はい、農業委員５番が５番について説明します。場所につきまして

は、黒木町今のナフコ黒木店の北側、梅野美容店の東側の農地です。

（議案書朗読）店舗および倉庫用地として利用するための申請です。

隣接農地の同意も確認しております。よろしくお願いいたします。

現地調査委員の農業委員１１番 茅島澄雄委員さんご報告をお願い

します。

農業委員１１番が、５番について説明いたします。現地調査を６月

２５日に行った結果、生活雑排水は合併処理浄化槽を設置され、雨水

を申請地中央の水路へ流す計画です。水利の承諾も得られているた

め、問題ないと確認しております。以上よろしくお願いいたします。

事務局と地元委員さんの説明及び現地調査委員さんの報告が終わり

ました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

１２ページをお願いします。



NO18

議 長

事務局

議 長

農業委員

１６番

議 長

議 長

議案第３５号 八女市空き家に付属した農地の指定について番号１

番を事務局より説明をいたさせます。

はい、八女市空き家に付属した農地の指定についてご説明いたしま

す。今回、空き家に付属した農地指定申請書が提出されましたので、

農地法施行規則第１７条第２項第１号の規定により、その指定につい

てご審議をいただくものです。（議案書朗読）空き家バンクに登録を

されておりまして、なおかつ、空き家に付属している農地であること

を事務局で確認しております。この後の流れといたしましては、この

総会で指定に関しての決定がまされましたら、空き家を購入される方

に限り、５年の耕作を条件として、特例でこの農地の取得が認められ

ております。以上でございます。

続いて、農業委員１６番 中村輝義委員さんご説明をお願いしま

す。

はい、農業委員１６番が１番について説明をいたします。申請地

は、国道３号線から市道前河内線に入り、前河内の公民館から南の方

にさらに６００ｍほど進んだ場所に位置する農地でございます。申請

に係る農地の状況といたしましては、空き家のすぐ東側に隣接する農

地であり、周囲は田や畑に囲まれております。一部遊休化しておりま

すけれども、今後空き家と同時に農地の取得が見込まれないと、さら

に遊休化するおそれがある農地でございます。以上報告いたします。

よろしくお願いいたします。

事務局と地元委員さんの説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。
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議 長 以上で議案の審議は全部終了いたしました。

これをもって、本日の会議を終了いたします。大変お疲れさまでご

ざいました。

（ 閉会宣言 １０時４５分 ）

令和２年７月１０日

議 長

４番

５番


